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　市では、所得税及び市県民税の申告相談を以下のとおり行います。申告を忘れてしま
うと、各種証明書等を発行することができなかったり、国民健康保険税の軽減措置が受
けられなくなるなど支障をきたすことがあります。必ず期限内に申告してください。 

●受付会場 
・南河内地区会場（南河内庁舎北側別館会議室） 
・石橋地区会場（石橋庁舎3階会議室） 
・国分寺地区会場（国分寺庁舎隣　国分寺公民館内ＩＴ研修室） 

●受付期間 
　2月16日（火）～3月15日（月）（土・日を除く） 
　受付時間は、午前の部は9時～11時、午後の部は1時～3時30分です。（日程は下表のとおり） 

●申告相談に必要なもの 
・印鑑 
・前年中の収入金額と必要経費のわかる書類（給与や年金の源泉徴収票や事業所得の収支内訳書※1等） 
・社会保険料（国民健康保険税、国民年金保険料等）の支払金額を証明するもの 
・障害者控除を受ける方は、障害者手帳など障害を証明するもの 
・その他各種控除を受ける方は、それらの証明書または領収書（医療費控除※2、住宅ローン控除など） 
・銀行などの口座番号（還付を受ける場合に必要です） 
※1  収支内訳書は帳簿等を基に事前に作成しておいてください。 
※2 医療費控除を受ける方は、必ず平成20年中に支払った医療費の領収書の金額、補てん金の金額を集計

しておいてください。また、介護保険サービスを受けた方が医療費控除の申告を行う場合は、その費
用について医療費控除の該当の有無を事業所等に確認しておいてください。 

●その他 
・青色申告をされる方、株式譲渡所得や一般譲渡所得がある方及び贈与等の申告をされる方は、栃木税務署
（栃木商工会議所大ホール）で申告してください。 

※最初の1週間及び申告期限間際は大変混雑する傾向にあります。できるだけ対象地区の割り振りにご理解

いただき、混雑緩和にご協力ください。 

2/16（火） 
17（水） 
18（木） 
19（金） 
22（月） 

23（火）
 
 

24（水） 
25（木） 
26（金） 

3/1（月） 
2（火） 
3（水） 
4（木） 
5（金） 
8（月） 
9（火） 
10（水） 
11（木） 
12（金） 

絹板・絹板台 
東根・三王山 
塚越・磯部 
西坪山 
緑六丁目 
祇園二丁目 
祇園三丁目 
祇園四丁目 
緑二丁目 
緑五丁目 

台坪山 
的場・上坪山 
鯉沼 

川島・上吉田 
祇園一丁目 
祇園二丁目 
祇園三丁目 

緑一丁目・緑四丁目 
祇園五丁目 
緑三丁目 

薬師寺一丁目 
薬師寺四丁目・五丁目 
薬師寺六丁目 

谷地賀上・谷地賀下 
下文挟・東田中・西田中 
自治医大構内・ 
地久目喜 
仁良川上 
仁良川下 
本吉田南 

下原・西区 
薬師寺二丁目・三丁目 
薬師寺六丁目 
日生団地・成田 
町田上・町田下 

祇園町
 

 
仁良川上 
仁良川下 
本吉田北 

●南河内会場（南河内庁舎北側別館会議室） 
対　象　地　区 

午 後 の 部  午 前 の 部  
対　象　地　区 

午 後 の 部  午 前 の 部  受付日 受付日 

申告相談のお知らせ 申告相談のお知らせ 


